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（議決事項 ） 

第 1409 回経営委員会議案 

２０２２年１０月１１日 

 

インターネット活用業務実施基準の変更について 

 

ＮＨＫインターネット活用業務実施基準について、別紙１のとおり、そ

の内容の一部を変更するため総務大臣に認可申請することとしたいので、

定款第１５条第１項第１号セの規定に基づき議決を得たい。 

また、別紙１について総務大臣の認可を受けた場合には、第１４０６回

経営委員会において議決を得たインターネット活用業務実施基準の変更

（認可申請中）について、その内容の一部を修正する必要が生じるため、

あわせて議決を得たい。内容は別紙２のとおりである。 

 
  

（別紙１） 
「ＮＨＫインターネット活用業務実施基準 変更案」 

 
（別紙２） 
「ＮＨＫインターネット活用業務実施基準 変更案」の一部修正 

 

 
（参考） 
インターネット活用業務実施基準の変更について（説明資料） 
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【参 考】 

放送法 関係条文 

 （業務） 

第２０条 （略） 

２ 協会は、前項の業務のほか、第１５条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 

一 （略） 

二 協会が放送した又は放送する放送番組及びその編集上必要な資料その他の協会が放送した又は

放送する放送番組に対する理解の増進に資する情報（これらを編集したものを含む。次号におい

て「放送番組等」という。）を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること（放送に該当する

ものを除く。） 

三 放送番組等を、電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者（放送事業者及び外国

放送事業者を除く。）に提供すること（協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放

送番組を当該国内基幹放送と同時に一般の利用に供することを除く。） 

四～九 （略） 

３～9 （略） 

１０ 協会は、第２項第２号又は第３号の業務を行おうとするときは、次に掲げる事項について実施

基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とす

る。 

一 第２項第２号又は第３号の業務の種類、内容及び実施方法 

二 第２項第２号又は第３号の業務の実施に要する費用に関する事項 

三 第２項第２号の業務にあつては、当該業務に関する料金その他の提供条件に関する事項 

四 その他総務省令で定める事項 

１１～２０ （略） 

 

（経営委員会の権限等） 

第２９条 経営委員会は、次に掲げる職務を行う。 

 一 次に掲げる事項の議決 

  イ～ワ （略） 

  カ 第２０条第１０項に規定する実施基準及び同条第１４項に規定する実施計画 

  ヨ～ク （略） 

 二 （略） 

２ （略） 

３ 経営委員会は、第１項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令で定めるところによ

り、広く一般の意見を求めるものとする。 
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放送法施行規則 関係条文 

 （実施基準の記載事項） 

第１２条の２ 法第２０条第１０項第４号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 法第２０条第２項第２号又は第３号の業務（以下「インターネット活用業務」という。）に関

する苦情その他の意見の受付及び処理に関する事項 

二 インターネット活用業務の経理に関する次の事項 

  イ 第３２条各項の規定によるインターネット活用業務その他の業務の経理に関する経理の実施

方法 

  ロ インターネット活用業務の実施に要する費用の開示方法 

  ハ 区分経理の実施の適正を確保するための措置 

  ニ その他インターネット活用業務の経理に関し必要な事項 

三 法第２０条第１４項の実施計画の実施の状況及びその評価に関する資料の作成及び公表に関す

る事項 

四 前号の規定による評価の結果も踏まえた法第２０条第１８項の規定に基づくインターネット活

用業務の実施の状況の評価及び当該インターネット活用業務の改善に関する事項 

五 その他インターネット活用業務に関し必要な事項 

 

 （実施基準の認可申請） 

第１２条の３ 法第２０条第１０項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請

書を総務大臣に提出するものとする。 

一 定め又は変更しようとする実施基準及びその概要 

二 定め又は変更しようとする理由 

三 実施しようとする期日 

２ 前項の申請書には、インターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他

の参考となるべき事項を記載した書類を添付するものとする。 

 

（意見の求め） 

第１８条 （略） 

２ 経営委員会は、次に掲げる事項を議決しようとする場合には、当該事項の案及びこれに関連する

資料（第１号に掲げる事項にあつては当該事項の案並びに受信料及び収支の見通しの算定根拠その他

のこれに関連する資料、第３号に掲げる事項にあつては当該事項の案及びインターネット活用業務の

実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他のこれに関連する資料）をあらかじめ公表し、意見

（情報を含む。以下この条において同じ。）の提出先及び意見の提出のための期間（以下この条にお

いて「意見提出期間」という。）を定めて広く一般の意見を求めなければならない。 

一・二 （略） 

三 法第２０条第１０項に規定する実施基準（法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる用語の
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整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更の議決をしようとする場合を除

く。） 

四 （略） 

3～９（略） 



 

 

（別紙１） 

ＮＨＫインターネット活用業務実施基準 変更案 
※下線部分は変更部分 

現 行 変更案 

第１部 総則 

 

（目的） 

第１条 この基準は、放送法（以下「法」という。）

第２０条第２項第２号および第３号の業務に関

する法第２０条第９項の基準として、当該業務の

種類、内容、実施方法および実施に要する費用に

関する事項等を定めるものである。 

第１部 総則 

 

（目的） 

第１条 この基準は、放送法（以下「法」という。）

第２０条第２項第２号および第３号の業務に関

する法第２０条第１０項の基準として、当該業務

の種類、内容、実施方法および実施に要する費用

に関する事項等を定めるものである。 

第２部 インターネット活用業務に関する通則 

 

（業務実施にあたっての基本原則） 

第４条 （略） 

２ インターネット活用業務の実施にあたって

は、この基準に定めるところを遵守するととも

に、協会の放送を受信することのできる受信設

備を設置した者が法第６４条第１項の規定によ

り協会とその放送の受信についての契約をしな

ければならないとされていること（以下「受信料

制度」という。）の趣旨に照らして不適切なもの

とならないこと、その実施に過大な費用を要す

るものとならないこと等、法第２０条第１０項

各号に定めるこの基準の認可要件に従って適切

に実施する。 

第２部 インターネット活用業務に関する通則 

 

（業務実施にあたっての基本原則） 

第４条 （略） 

２ インターネット活用業務の実施にあたっては、

この基準に定めるところを遵守するとともに、協

会の放送を受信することのできる受信設備を設

置した者が法第６４条第１項の規定により協会

と受信契約を締結しなければならないとされて

いること（以下「受信料制度」という。）の趣旨

に照らして不適切なものとならないこと、その実

施に過大な費用を要するものとならないこと等、

法第２０条第１１項各号に定めるこの基準の認

可要件に従って適切に実施する。 

附 則 附 則 

（施行期日等） 

第１条 この基準は、令和４年４月１日から施行す

る。 

２ 令和３年１月１２日に総務大臣の認可を得た

基準は、令和４年３月３１日をもって廃止する。 

（施行期日等） 

第１条 この基準は、総務大臣の認可を受けた日か

ら施行する。 

２ 令和４年１月１１日に総務大臣の認可を受け

た基準は、前項に定める日の前日をもって廃止

する。 



（別紙 2） 

 

「ＮＨＫインターネット活用業務実施基準 変更案」の一部修正 

 

別紙１「ＮＨＫインターネット活用業務実施基準 変更案」について総務大臣の認可を

受けた場合、令和 4 年 8 月 30 日付けで総務大臣に認可申請した「ＮHK インターネット

活用業務実施基準 変更案」の一部を以下のとおり修正する。 

 

＜修正前＞ ※下線部分は変更部分 

現 行 変更案 
附 則 附 則 

（施行期日等） 

第１条 この基準は、令和４年４月１日から施行

する。 

２ 令和３年１月１２日に総務大臣の認可を得

た基準は、令和４年３月３１日をもって廃止す

る。 

（施行期日等） 

第１条 この基準は、令和５年４月１日から施行

する。 

２ 令和４年１月１１日に総務大臣の認可を得

た基準は、令和５年３月３１日をもって廃止す

る。 

＜修正後＞  ※下線部分は変更部分 

現 行 変更案 
附 則 附 則 

（施行期日等） 

第１条 この基準は、総務大臣の認可を受けた日

から施行する。 

２ 令和４年１月１１日に総務大臣の認可を受

けた基準は、前項に定める日の前日をもって廃

止する。 

（施行期日等） 

第１条 この基準は、令和５年４月１日から施行

する。 

２ 令和●年●●月●●日に総務大臣の認可を

受けた基準は、令和５年３月３１日をもって廃

止する。 

「令和●年●●月●●日」に（別紙１）について総務大臣の認可を受けた日を入れて修正 




